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柳川市監査委員告示第５号 
 

平成２１年度 財政援助団体監査結果について 
 
地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査を実施したので、同条  

第９項の規定によりその結果を報告します。 
 
平成２１年１１月１７日 

                柳川市監査委員 松藤 博明  
                                柳川市監査委員 藤丸 富男 

 
 

第１ 監査の対象団体及び期間 

 

 

 

 

 

第２ 監査の範囲及び方法 

   監査は、市からの財政援助に係る出納その他事務の執行で、平成 20 年度事業に 

ついて、補助事業は計画及び交付条件に従って実施、充分に効果が上げられている

か、会計経理に誤りがないか等を主眼とし、関係書類により照合、検査を行うと  

ともに関係職員の説明を聴取して実施した。なお、10 月 14 日会計処理等の現地調

査を行った。 

 

第３ 団体の概要 

 １ 設立の趣旨 

   柳川市学校図書館委員会（以下、図書館委員会という。）は、柳川市学校図書館

委員会、大和町学校図書館協議会、三橋町学校図書館協議会が平成 17 年 3 月 21 日

の行政の合併とともに、新しい｢柳川市図書館委員会｣として発足し、４年が経過、

柳川市立小・中学校図書館に勤務する職員の人事や給与等の適正な運営を図ること

を目的とした団体である。 

 

 ２ 事務 

(1) 学校図書館に勤務する職員の任免、給与、服務、分限、懲戒、その他人事に

関すること。 

(2) その他目的達成に必要な事務に関すること。 

対象団体 期  間 

柳川市学校図書館委員会 
平成２１年 ９月 ９日 

～ 平成２１年１０月２９日 
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３ 市との関係 

(1)  補助金の交付 

平成 20 年度は、柳川市補助金等交付規則に基づき、図書館委員会職員の人件

費及び運営に係る事業費等について「柳川市学校図書館委員会補助金90,422,000

円」を交付している。 

  (2)  委 員 

    委員については、学校関係行政職員として、学校教育課長が就任している。 

 

４ 組織 

(1) 組 織（規約第 3条） 

柳川市立小・中学校の校長会の代表 5 名 

柳川市ＰＴＡ連合会の役員 1 名 

教育委員会事務局職員 1 名  

 

 （2）役 員（規約第 5条） 

 会長 １名（事務を担当する職員の所属する校長） 

副会長 ２名（会長が推薦） 

事務局長 １名（会長が兼務）  

監事 1 名    

 

(3)  事務所の位置（規約第 4 条） 

   会長が所属する学校内  

 

（4）職 員 

    平成 20 年度 正規職員 17 名、臨時職員 2名 

（参考） 

市内小中学校 25 校中、図書館協議会雇用職員を配置している学校 19 校、 

市嘱託職員が配置されている学校 6 校） 

 

５ 事業の概要について 

(1)  財務状況 

図書館委員会の収入は、市補助金並びに前年度繰越金及び預金利息となってい

る。支出の内訳は、職員の人件費及び事務局経費となっており、平成 20 年度の

決算は表１のとおりである。 
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【表 1】 

収入の部 

科   目 予算額（円） 決算額（円） 

1．市補助金 90,422,000 90,422,000 

2．前年度繰越金 650,171 650,171 

3．利息 13,000 11,029 

合   計 91,085,171 91,083,200 

 

 

支出の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   差引残額 91,083,200 円－90,422,000 円＝661,200 円 

 

（2） 業務実績 

 市内小中学校の図書館に職員を配置し、学校図書館の充実した運営を行っている。 

 

 

６ 学校図書館職員配置の動向 

近年、図書館委員会職員に退職者があった場合の補充は、図書館委員会雇用の

職員ではなく、市が雇用した嘱託職員が配置されている。 

平成 21 年度は市内小中学校 25 校のうち、図書館委員会職員が配置されている

学校が 18 校、市嘱託職員が配置されている学校が７校となっている。また、平

成 21 年度末には 3名の職員が定年退職の予定である。 

 

 

                                               

科   目 予算額（円） 決算額（円） 

1．給与 77,296,490 77,159,690 

2．社会保険 9,490,000 9,519,060 

3．労働保険 1,111,430 1,283,016 

4．司書出張旅費 760,000 700,394 

5．事務局旅費 5,000 5,000 

6．事務委託費 80,000 80,000 

7．退職功労金 1,669,080 1,669,080 

8．消耗品費 10,000 5,760 

9．予備費 663,171 0 

合   計 91,085,171 90,422,000 
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第４ 監査の結果 

事業は、補助の目的に沿って概ね適正に執行されていたが、一部について下記の

とおり是正又は検討を要する事項が認められた。 

 

１ 図書館委員会に対する指摘事項、要望事項 

 

(1)  図書館委員会の平成 20 年度決算書に記載された額について、監査委員事務局

で試算したところ、決算額と現金の支出額は一致しているものの、一部の科目に

おいて決算額が相違している。これは、年度や科目、歳計外現金を区分すること

なく支出されていることに起因していると考えられる。今後、会計処理方法の改

善を図り、明確な会計管理を行われたい。 

 

(2)  源泉徴収した所得税の納付が遅延し、不納付加算税が請求されている。納付期

限等には細心の注意を払い、適切な処理をされたい。 

 

(3)  賃金等規定第 13 条の規定では、「時間外手当の支給額は市職員に準じる」として

いる。市給与条例では時間外手当１時間当りの単価に「地域手当」を含めることに

なっているが、図書館委員会では「地域手当」が含まれていないので改善されたい。 

 

(4)  昇給昇格の基準が整備されていない。「昇給等については市に準じる」として

いるが、昇格についてはそのまま準用できないため、昇格基準を設け、昇給及び

昇格を行う際は、会長の決裁を受けるなどの改善を図られたい。 

 

(5)  就業規則運用方針１では、「土曜日及び日曜日、祝祭日に勤務を命じた場合は、振

替の方法で行い、手当は支給しない。」としているにもかかわらず、振替で対応せず、

時間外手当を支給している事例がある。規則に準じた処理をされたい。 

 

(6)  旅費規程第 6条の規定では、「市職員の旅費に関する条例の規定を準用し、予算の

範囲内で支給する」としている。市旅費条例は、平成 19 年 4 月から日当が旅費雑費

となり、減額改定されているが、改定前の金額で支払われている。早急に改善され

たい。 

 また、予算執行において流用処理を行っていないため、旅費予算に執行残がある

にもかかわらず、個人の年間上限額を超過したことにより減額措置されている事例

がある。 
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(7)  出勤簿及び年休届においては、概ね良好に整備がなされていたが、一部におい

て、出勤簿の年次休暇集計及び年次休暇使用時間の転記誤り、年休届の未集計及

び集計誤りが見られた。 

また、特別有給休暇については、理由を記載し明確にされたい。 

 

(8)  時間外勤務命令簿に時間外勤務時間は「2時間」と記載されているにもかかわ

らず、「3時間」分の手当が支給されているので、返還措置を取られたい。 

 

(9)  学校事務職員が図書館委員会事務を行い、事務委託費を受領されている。この

ことは、地方公務員法第 38 条第 1 項の「営利企業等の従事制限」に抵触するお

それがあるので、早急に兼業許可申請を行い、許可を受けられたい。 

 

 ２ 所管課 学校教育課に対する指摘、要望事項 

 

(1) 平成 20 年度に実施した行政監査において、補助金の実績報告書が提出された後、

補助金交付規則・様式第 8号に定める「補助事業実績調査報告書」を作成するよう指

摘を行っていたが、作成されていない。 

図書館委員会には約 9,000 万円の補助金を交付しており、学校教育課は所管課と

して監督する立場にある。今後、市の条例改正等の通知や帳簿等の検査、会計処理

の指導に努める必要がある。 

 

(2) 学校事務職員が図書館委員会の事務を行い、事務委託費を受領されている。こ

のことは、地方公務員法第 38 条第 1 項の「営利企業等の従事制限」に抵触する

おそれがあるので、早急に兼業許可申請を提出させ、必要な措置を講じられたい。 

 

 

 

（意見） 

以上、監査結果を述べたが、図書館委員会においては、合併してから 4年以上

経過しているにもかかわらず、旧市町の賃金・諸手当の格差が調整されないまま

今日に至っている。これは図書館委員会の職員として採用された経緯に起因する

ところが大きく、これらを調整することはなかなか困難な状況と考えられる。し

かしながら同じ団体の職員であって、このような格差が今後も解消されないとい

うのは問題である。 

また、図書館委員会事務は、合併以降同一の職員が担っている。このような内

部機構であるのでなおさらのこと、適正な会計処理を行い、学校教育課によるチ

ェック及び指導体制、内部監査の充実など、内部機能の充実を図られたい。 


